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○安部 隆委員長 おはようございます。 

 これより予算特別委員会を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告委員はございません。

よってただいまの出席委員は定足数に達してお

ります。 

 それでは、去る４日の本会議において予算特

別委員会に付託になりました補正予算案２件に

ついて審査を行います。 

 なお、審査日程につきましては、本日１日と

なっておりますので、ご協力お願いいたします。 

 それでは、これより各会計補正予算案の概要

の説明を求めます。 

 

 

 議案第６２号 平成１９年度長井市 

 一般会計補正予算第２号 

 

 

○安部 隆委員長 まず、議案第62号 平成19年

度長井市一般会計補正予算第２号の１件につい

て、松本 弘財政課長。 

○松本 弘財政課長 おはようございます。 

 議案第62号 平成19年度長井市一般会計補正

予算第２号の概要についてご説明いたします。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に歳入歳出それぞれ5,079万8,000円

を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ105

億6,180万9,000円といたすものでございます。 

 以下、事項別明細書によりご説明いたします

ので、３ページをお開きください。 

 歳入、11款１項負担金につきましては、１目

民生費負担金に学童クラブ運営費負担金30万円

を計上し、13款３項委託金につきましては、１

目総務費委託金に長井ダム周辺整備実施プログ

ラム策定委託金247万8,000円を計上しておりま

す。 

 14款２項県補助金につきましては、４目農林

水産業費県補助金に１節の山形県強い農業づく

り交付金3,001万3,000円などで3,252万2,000円

を計上したほか、次ページをお開きください、

５目商工費県補助金の首都圏シルバー人材セン

ター交流推進事業費補助金35万円、６目教育費

県補助金の山形ふるさと塾形成事業費補助金30

万円を計上し、合計で3,317万2,000円を増額し

ております。３項委託金につきましては、５目

教育費委託金に「子どもと親の相談員」活用調

査研究委託金35万円などを計上し、合計で229

万2,000円を増額しております。 

 19款４項雑入につきましては、コミュニティ

助成事業助成金490万円、18年度置賜広域病院

組合負担金精算金722万7,000円などを計上し、

合計で1,255万6,000円を増額しております。 

 次に、５ページからの歳出についてご説明を

いたします。 

 ２款１項総務管理費につきましては、６目企

画費にコミュニティ助成事業助成金490万円な

どで501万2,000円を計上したほか、10目長井ダ

ム環境整備推進費に長井ダム環境整備実施プロ

グラム策定事業費217万6,000円、地域水循環広

報推進事業委託料20万円を計上するなどし、合

計で751万6,000円を増額しております。 

 ６ページをお開きください。３款１項社会福

祉費につきましては、７目地域包括支援センタ

ー費において介護予防サービス計画策定に係る

事業フレームを変更したことに伴い関係経費の

組み替えを行っております。２項児童福祉費に

つきましては、１目児童福祉総務費に平成16年

度及び17年度の保育料の徴収事務に誤りがあっ

たことに起因する過誤徴収返還金36万6,000円、

３目児童センター費に学童クラブ指導員賃金

351万2,000円を計上し、合計で387万8,000円を
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増額しております。 
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 ４款１項保健衛生費につきましては、７目保

健センター費の施設外壁修繕料18万7,000円な

どで22万9,000円を増額しております。 

 ６款１項農業費につきましては、３目農業振

興費及び５目畜産業費の強い農業づくり交付金、

合わせて3,001万3,000円を計上したほか６目農

地費に団体営農道調査設計委託料250万円を計

上し、合計で3,251万3,000円を増額しておりま

す。２項林業費につきましては、今年度から新

設されました山形県みどり環境交付金事業を活

用して行う古代の丘遊歩道整備などの事業費

115万9,000円のほか、古代の丘配電設備修繕料

63万8,000円、林道一の俣線の補修工事費60万

円を計上し、合計で239万7,000円を増額してお

ります。 

 ８ページをお開きください。７款１項商工費

につきましては、２目商工振興費に首都圏シル

バー人材センター交流推進事業費補助金70万円、

４目企業振興費にロボワン東北大会事業補助金

49万円を計上し、合計で119万円を増額してお

ります。 

 ８款３項河川費につきましては、２目水のま

ちづくり推進事業において弁天沢川の改修工事

費の一部を組み替えております。 

 10款１項教育総務費につきましては、２目事

務局費に「子どもと親の相談員」活用調査研究

事業費35万円、問題を抱える子供等の自立支援

事業費194万2,000円を計上し、合計で229万

2,000円を増額しております。４項社会教育費

につきましては、５目芸術文化費に長井市伝統

文化伝承活動事業補助金30万円を計上し、５項

保健体育費につきましては、３目学校給食費に

学校給食用レインボープラン認証栽培米供給経

費負担金48万3,000円を計上したところでござ

います。 

 以上が一般会計補正予算第２号の概要でござ

いますが、よろしくご審査賜りますようお願い

いたします。 

 

 

 議案第６３号 平成１９年度長井市 

 老人保健医療費給付事業特別会計捕 

 正予算第２号 

 

 

○安部 隆委員長 次に、議案第63号 平成19年

度長井市老人保健医療費給付事業特別会計補正

予算第２号の１件について、浅野敏明市民課長。 

○浅野敏明市民課長 おはようございます。 

 それでは、平成19年度長井市老人保健医療費

給付事業特別会計補正予算第２号についてご説

明申し上げます。 

 第１条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ1,807万2,000円を追加し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ28億1,072万円といたすも

のでございます。このたびの補正は、平成18年

度分老人医療費国庫負担金及び支払基金交付金

の確定により予算の補正をいたすものでござい

ます。 

 それでは、事項別明細書よりご説明申し上げ

ます。老医３ページをお開き願います。 

 先に歳入からご説明申し上げます。２款１項

１目医療費国庫負担金につきまして、平成18年

度分が確定しましたので、過年度不足分の交付

金としまして1,807万2,000円を増額し、合計額

を９億1,910万7,000円といたすものでございま

す。 

 歳出でございます。３款１項１目償還金では、

平成18年度の精算分としまして社会保険診療報

酬支払基金より多く交付を受けていた交付金

1,807万2,000円を償還するため増額をいたすも

のでございます。 

 以上が補正予算第２号の概要でございます。

よろしくご審査賜りますようお願い申し上げま

す。 
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 平成１９年度長井市各会計補正予算 

 案に関する総括質疑 

 

 

○安部 隆委員長 概要の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 ここで総括質疑の発言通告がありますので、

順次ご指名いたします。 

 

 

 髙橋孝夫委員の総括質疑 

＋

 

 

○安部 隆委員長 順位１番、議席番号10番、髙

橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 おはようございます。 

 私は、長井市の行財政運営が誤りなく展開さ

れることを祈りながら総括質疑を行います。通

告をしております２点につきまして私の考え方

を含めて質問申し上げますので、明確な答弁を

いただきますようにお願いをしておきたいと思

います。 

 通告をしている２点のうち便宜上２の項目か

ら質問させていただきますので、ちょっと順序

が狂って申しわけありませんが、よろしくお願

いをします。 

 公立置賜総合病院での非紹介患者初診加算料

の取り扱いについてですが、この件については

平成17年の12月定例会で質問をさせていただい

ております。今回も、まずお伺いをしたいと思

います。 

 平成18年の１月１日から公立置賜総合病院で

はこの非紹介患者初診加算料の取り扱いについ

て２つの点で大きく変更しています。１つは、

これまでの非紹介患者初診加算料780円だった

わけですが、これを1,570円に引き上げたこと、

それからもう一つは、時間外あるいは休日など

に救命救急センターを受診した場合も同様の扱

いとするというふうにしたことだと私は思って

います。これ自体といいますか、私は前にも申

し上げましたけれども、非紹介患者初診加算料

の取り扱いというのは根本的にといいますか、

原則的には、高度医療機関ですから、置賜総合

病院は、これあってしかるべきだというふうに

基本的に考えてるんです。私は、だけど、この

救命救急センターにまで同じような取り扱いを

させていくというところはずっと疑義を持って

おります。この点について再度きょうお伺いを

したいと思います。 

 まず、市長にお伺いをするわけですが、平成

18年の１月１日からこういう措置をとってきた

わけです。その結果、公立置賜総合病院の救命

救急センターにおける患者数というのは減って

きたのかどうなのか、この動向についてお聞か

せをいただきたいと思います。 

○安部 隆委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 ご質問の件でございますが、18

年の１月１日から1,570円をちょうだいし、そ

れで以前と以後で患者数が減ったかということ

でございますが……。 

○１０番 髙橋孝夫委員 市長、大体で結構です

よ。 

○内谷重治市長 そうですか。済みません、資料

がちょっとございませんので、具体的にはお答

えできないんですが、後で調べまして答えさせ

ていただきたいというふうに思いますけども、

基本的に私の認識としては、変わりがないんじ

ゃないかというふうに見ております。具体的な

数字が出ましたら、確認次第お答えしたいと思

います。 

○安部 隆委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 過日、置賜総合病院の

方に行きましてお話を少しお伺いをしてまいり

ましたけれども、なかなかここ難しいところな
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